
【新旧対照表】JCB 法人カード WEB サービス規定の主な改定箇所 

1 

 

改定前 改定後 

第４条 管理責任者および管理者 第４条 管理責任者および管理者 

3.法人会員等は、管理者（制限なし）に対しては

第 5条第 2項各号に定める本サービスの利用およ

び同条第 3項の手続きを行う権限を、管理者（制

限あり）に対しては第 5条第 2項各号に定める本

サービスのうち(3)以外のものを利用する権限

を、それぞれ付与するものとする。 

3.法人会員等は、管理者（制限なし）に対しては

第 5条第 2項各号に定める本サービスの利用の手

続きを行う権限を、管理者（制限あり）に対して

は第 5 条第 2 項各号に定める本サービスのうち

(3)以外のものを利用する権限を、それぞれ付与

するものとする。 

第５条 本サービスの内容等 第５条 本サービスの内容等 

3.法人会員等が両社所定の会員規約（大型法人

用）に定める法人会員である場合は、当該法人会

員等につき第 3条第 2項の利用登録が完了した時

点から、当該法人会員等のカード使用者が、両社

所定の手続きを行うことにより以下のサービス

を利用できるようになるものとする。かかるサー

ビスの提供を希望しない法人会員等は、別途両社

所定の手続きを行うものとする。なお、管理者（制

限あり）は当該手続きを行う権限を有しないもの

とする。 

＜削除＞ 

(1)両社の提供する「MyJCB」（詳細は両社所定の

「MyJCB利用者規定」に定める。） 

＜削除＞ 

(2)両社の提供するセキュリティサービス

「 J/Secure(TM) 」 （ 詳 細 は 両 社 所 定 の

「J/Secure(TM)利用者規定」に定める。以下

「J/Secure(TM)」という。） 

＜削除＞ 

4.両社は前二項に定める本サービスの内容を任

意に追加、変更または中止することができるもの

とする。なお、この場合、両社は当該追加、変更

または中止を行うことについて、両社所定の WEB

サイトその他両社所定の方法により公表しまた

は法人会員等に通知するものとする。 

3.両社は前項に定める本サービスの内容を任意

に追加、変更または中止することができるものと

する。なお、この場合、両社は当該追加、変更ま

たは中止を行うことについて、両社所定の WEBサ

イトその他両社所定の方法により公表しまたは

法人会員等に通知するものとする。 
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5.両社は、前項に基づく本サービスの内容の追

加、変更または中止に起因または関連して生じ

た、法人会員等、管理責任者等およびカード使用

者の損害、損失または費用（第三者からの請求に

よるものを含み、以下総称して「損害等」という。）

について、一切責任を負わないものとする。 

4.両社は、前項に基づく本サービスの内容の追

加、変更または中止に起因または関連して生じ

た、法人会員等、管理責任者等およびカード使用

者の損害、損失または費用（第三者からの請求に

よるものを含み、以下総称して「損害等」という。）

について、一切責任を負わないものとする。 

第１４条 利用登録の抹消 第１４条 利用登録の抹消 

3.前項に基づき利用登録が抹消された場合、カー

ド使用者に対する第 5条第 3項のサービスの提供

も当然に終了するものとする。 

＜削除＞ 

4.両社は、利用登録の抹消に起因または関連して

生じた法人会員等、管理責任者等およびカード使

用者の損害等について、一切責任を負わないもの

とする。 

3.両社は、利用登録の抹消に起因または関連して

生じた法人会員等、管理責任者等およびカード使

用者の損害等について、一切責任を負わないもの

とする。 

第１５条 本サービスの終了 第１５条 本サービスの終了 

2.前項に基づき本サービスが終了した場合、カー

ド使用者に対する第 5条第 3項のサービスの提供

も当然に終了するものとする。 

＜削除＞ 

3.両社は、本サービスの終了に起因または関連し

て生じた法人会員等、管理責任者等およびカード

使用者の損害等について、一切責任を負わないも

のとする。 

2.両社は、本サービスの終了に起因または関連し

て生じた法人会員等、管理責任者等およびカード

使用者の損害等について、一切責任を負わないも

のとする。 

 


